
普通預金規定改正対比表 
 

改正前 改正後 

１１．（取引の制限） 

（１）当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握

するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めること

があります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂

けない場合には、入金、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制

限する場合があります。 

 

（２）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体

的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、

当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係

法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれがあ

ると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく

取引の一部を制限する場合があります。 

 

（３）１年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 

 

（４）日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ

適法な在留資格および在留期間、その他の必要事項を当行の指定す

る方法によって当店に届け出てください。届け出のあった在留期限

が経過しても新たな在留期間等の届け出がない場合には、入金、振

込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあり

ます。 

 

（５）省略 

１１．（取引の制限） 

（１）当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握

するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めること

があります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂

けない場合には、入金、払戻等の本規定にもとづく取引の全部また

は一部を制限する場合があります。 

 

（２）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体

的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、

当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係

法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれがあ

ると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく

取引の全部または一部を制限する場合があります。 

 

（３）１年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻

し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があ

ります。 

 

（４）日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ

適法な在留資格および在留期間、その他の必要事項を当行の指定す

る方法によって当店に届け出てください。届け出のあった在留期限

が経過しても新たな在留期間等の届け出がない場合には、入金、振

込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する

ことがあります。 

 

（５）省略 

 


